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一
、
本
年
二
月
二
十
三
日
長
野
縣
敎
育
委
員
は
、
縣
下
敎
職
員
に
対
す
る
人
事
判
定
標
準
を
つ
く
り
、
そ
の
政
治
的
中
立
性

を
問
題
と
し
て
、
（
一
）
敎
員
の
組
合
活
動
に
お
け
る
役
割
、
地
位
（
二
）
一
般
選
挙
並
び
に
敎
育
委
員
選
挙
に
お
け
る
活

動
狀
態
等
を
あ
げ
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
縣
視
学
を
通
じ
、
敎
育
委
員
会
の
決
定
と
称
し
、
組
合
活
動
に
從
事
し
た
多
数

の
民
主
的
敎
員
に
対
し
、
退
職
、
轉
任
、
格
下
轉
補
な
ど
を
強
要
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
不
当
な
る
彈

圧
人
事
で
あ
り
、
労
組
法
第
十
一
條
に
違
反
し
、
違
憲
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。 

二
、
七
二
会
小
学
校
長
松
林
実
及
び
更
府
小
学
校
長
市
川
慶
造
の
両
氏
が
本
件
に
関
し
、
縣
視
学
風
間
元
と
面
会
し
た
こ
と

に
つ
き
、
同
視
学
は
事
実
無
根
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
要
罪
を
も
つ
て
両
名
を
告
訴
し
、
両
名
は
不
当
に
も
四
月
六
日
長

野
市
警
察
に
連
行
檢
挙
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
当
局
が
一
連
の
退
職
、
休
職
な
ど
の
強
要
に
反
対
の
態
度
を
持
し
て
い
た
両

名
に
対
し
、
警
察
と
結
託
し
て
行
つ
た
不
当
な
彈
圧
と
考
え
る
が
、
そ
の
明
確
な
理
由
を
質
し
た
い
。 
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